
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年８月２０日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県伊江
い え

村伊江島西北西方沖 

 伊江島灯台から真方位３０６°３.７海里付近 

 （概位 北緯２６°４５.７′、東経１２７°４１.７′） 

インシデントの概要 漁船Mizuho
ミ ズ ホ

は、操業後、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 平成２８年８月２３日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 Mizuho、２.３トン 

 ＯＮ３－５８０１４８（漁船登録番号）、個人所有 

 第２７０－４７００９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 操縦者、一級小型・特殊・特定（免許証失効中） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過等 本船は、操縦者が１人で乗り、伊江島西北西方沖での操業を終え、

帰港しようと主機を始動したところ、主機計器盤から警報が鳴った。 

操縦者は、冷却清水温度警報ランプの点灯及び冷却海水が排出され

ていないことを認めた。 

本船は、操縦者が主機を停止して携帯電話で海上保安庁に救助の要

請を行い、来援した巡視艇にえい
．．

航され、沖縄県恩納
お ん な

村瀬良
せ ら

垣
がき

漁港北

西方沖で僚船に引き継がれて同漁港に入港した。 

主機は、本インシデント後、機関整備業者によって開放点検された

ところ、冷却海水ポンプのゴム製インペラ（以下「本件インペラ」と

いう。）が欠損していた。 

 

主機は、過給機付４サイクル４シリンダのディーゼル機関で、海水

が冷却海水ポンプによって吸引加圧され、清水冷却器で冷却清水と熱

交換を行った後、船外へ排出される間接冷却方式となっていた。 

主機は、本インシデント時、総運転時間が約６００時間であった。 

本件インペラは、機関整備業者により、本インシデント発生の約２

年前、主機の総運転時間が約２００時間のときに交換された。 

主機の取扱説明書には、冷却清水温度が９５℃以上に達すると警報

が鳴り、冷却清水温度警報ランプが点灯するようになっており、冷却



 

海水ポンプを１年又は２５０時間ごとに開放点検し、４年又は１,０

００時間で本件インペラを交換するよう記載されていた。 

操縦者は、漁場に向けて航行中、冷却海水の排出口から排出される

海水量がふだんより少なかったと本インシデント後に思った。 

分析 本船は、伊江島西北西方沖において、主機を始動した際、本件イン

ペラが欠損していたことから、海水の供給が途絶えて清水冷却器の冷

却が阻害され、冷却清水の温度が上昇して主機の運転ができなくな

り、運航不能となったものと考えられる。 

本件インペラは、交換されてからの運転時間が約４００時間であ

り、主機の取扱説明書に記載された交換時期に達しておらず、欠損し

ていた状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、主機を始動した際、本件インペラが欠

損していたため、海水の供給が途絶えて清水冷却器の冷却が阻害さ

れ、冷却清水の温度が上昇して主機の運転ができなくなったことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・冷却海水ポンプのゴム製インペラは定期的に点検することが望ま

しい。 

 


